
（8）平成 26 年４月 19 日 第 236 号め ぐ ろ 区 議 会 だ よ り

◆審議した議案等の結果と各会派の賛否 （○：賛成、×：反対）

議　　案　　名　　等 概　　　　要 自民
13人

公明
6人

刷新
4人

共産
4人

独歩
3人
無（50音順）議決

結果1人 1人 1人

区長提出議案等

目黒区手数料条例の一部を改正する条例 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律により薬事法が改正されることに伴い、規定の整
備を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 延滞金の割合の特例を見直すもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律により公害健康被害の補償等に関する法律が改正されることに伴い、委員の定数を定める
とともに、規定の整備を行うもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 延滞金の割合の特例を見直すもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区在宅ケア多機能センター条例 目黒区在宅ケア多機能センターを設置するもの。 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 特別養護老人ホームに利用料金制を導入するもの。 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 田道高齢者在宅サービスセンターを廃止するとともに、高齢者在宅サービスセンターに利用料金
制を導入するもの。

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の
整備に関する法律により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が
改正されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うもの。

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例 助成金に係る加算措置の範囲を見直すもの。 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 可決

自由が丘南口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関
する条例

建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づき建築物に関する制限を定めるため、条例を制定
するもの。

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

目黒区サクラ基金条例

区が管理する道路、都市公園等において行う桜の保護、植替え及び植樹のため寄付された現
金及び有価証券並びに目黒天空庭園及びその周辺の空間の維持管理等に要する資金に充て
るため区長が相当であると認める額を積み立て、有効かつ効率的に活用するための基金を設
置するため、地方自治法第２４１条第１項及び第８項の規定に基づき、条例制定するもの。

○ ○ ○ × × ○ × ○ 可決

目黒区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律により地方青少年問題協議会法が改正されることに伴い、会長及び委員の要件を定めるもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律により社会教育法が改正されることに伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めるもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成２５年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額にそれぞれ30億8,509万5千円を追加し、総額を879億709万7千円とするもの。 ○ ○ ○ × × × ○ ○ 可決

平成２５年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額からそれぞれ2億7,990万6千円を減額し、総額を263億9,543万円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

平成２５年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額からそれぞれ1億3,844万1千円を減額し、総額を55億2,758万3千円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

平成２５年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算総額から2億2,251万3千円を減額し、総額を176億8,470万1千円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

平成２６年度目黒区一般会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ903億4,499万円とするもの。 ○ ○ ○ × × × ○ × 可決

平成２６年度目黒区国民健康保険特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ265億9,651万5千円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

平成２６年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ59億6,068万6千円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

平成２６年度目黒区介護保険特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ178億8,480万円とするもの。 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

目黒区有通路路線の認定について 土地所有者から寄付の申出があった私道を、目黒区有通路路線として認定するもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につ
いて

他の特別区及び東京都の区域内の市町村と東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に
関する協議を行うに当たり、地方自治法第２９１条の１１の規定に基づき、議会の議決を経るもの。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 保険料率並びに後期高齢者支援金等賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を改定し、保
険料の減額の対象範囲を拡大するとともに、延滞金の割合の特例を見直すもの。

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 可決

人権擁護委員候補者の推薦について 辰巳ヒロミ氏を推薦することの可否を諮問する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可とし
て答申

目黒区教育委員会委員の任命の同意について 2月28日辞職の福地小百合氏の後任として、小村惠子氏を委員に任命することに同意するもの。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議員提出議案
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書（１ページ掲載の意見書をご覧下さい。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

容器包装リサイクル法改正を求める意見書（2ページ掲載の意見書をご覧下さい。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議員の派遣
ソウル特別市中浪区側からの招聘を受け、両区の間に継続した友好交流を築いていくための意見交換等を行うため、地方自治法第100条第13項及び会議規則
第119条の規定により、大韓民国ソウル特別市中浪区へ議員を派遣するもの。                                         

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決

◆陳情の審議結果と各会派の賛否�
件　　　　　　名 自民

13人
公明
6人

刷新
4人

共産
4人

独歩
3人
無（50音順）議決

結果1人 1人 1人
重症心身障害児に関する陳情書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択

子ども・子育て支援に係る合議制の機関について、保育関係者の意見が十分に反映される運営等を求める陳情 × × × ○ ○ ○ ○ × 不採択

会派略称　自民＝自由民主党目黒区議団　公明＝公明党目黒区議団　刷新＝刷新めぐろ　共産＝日本共産党目黒区議団　独歩＝無所属・目黒独歩の会  無＝無会派　無会派は左から氏名の50音順に表記。

◆継続審査とした陳情

● 国に対して、骨格提言に基づく「障害者総合福祉法」の制定を求める意見書提
出に関する陳情

● 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の改正を求める意見書採択に関
する陳情

● 特別養護老人ホームの建設促進を求める陳情
● 「子宮頸がんワクチン接種事業の一時中止を含む接種事業の調査、再検討を

求める」陳情

目黒区議会は、「目黒区議会ホームページ」の中で、区議会の仕組み、審議内容、
傍聴や陳情の方法、議員名簿などを掲載していますので、ご覧ください。

検索 目黒区議会

区議会ホームページ掲載の情報をお知らせするために、パソコン向けに「めぐろ
区議会メルマガ」を配信しています。
配信をご希望の方は、目黒区ホームページから登録してください。�


